
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

公

告

】

○

岡

山

県

医

療

審

議

会

か

ら

の

答

申

医

療

推

進

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

【

労

働

委

員

会

】

○

個

別

的

労

使

紛

争

の

処

理

に

関

す

る

要

綱

の

一

労

働

委

員

会

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２６年１１月１８日 第１１６３７号



〔
四
八
八
〕
岡
山
県
医
療
審
議
会
か
ら
次
の
と
お
り
答
申
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

諮
問
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日

二

答
申
を
受
け
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

三

諮
問
及
び
答
申
の
事
項

医
療
法
人
の
設
立
及
び
解
散
の
認
可
に
つ
い
て

四

そ
の
他

諮
問
及
び
答
申
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
庁
県
政
情
報
室
、
岡
山
県
備
前

県
民
局
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
及
び
岡
山
県
備
中
県
民
局
高
梁
地
域
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



〔
四
八
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
八
代
字
円
明
九
二

八

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
上
原
七
三
雇
用
促
進
住
宅
四

二
〇
七

－

只
信

裕
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
二
号

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



〔
四
九
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
新
町
南
三
九
九

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
福
井
五
〇

七

－

浪
越

恵
美

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
五
号

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



〔
四
九
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
地
頭
片
山
字
兼
近
一
九
〇

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
広
江
二
丁
目
五

五
二
（
グ
リ
ー
ン
コ
ス
ミ
オ
ン
二
〇
一
号
室
）

－

青
木
大
二
郎

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
七
七
号

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
﨑
弥
太
郎
後
援
会

岡

﨑

弥
太
郎

岡

﨑

和

美

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
本
町
三－

一
六

平
成
二
六
・
一
〇
・

一

拓

道

会

渡

邊

知

典

渡

邊

和

子

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
四
八
五－

一
一

〃

一
〇
・
一
〇

平
成
た
つ
の
こ
会



南

義

文



南

義

文

岡
山
市
中
区
湊
三
六
五－

五

〃

一
〇
・

二

渡
辺
と
も
の
り
後
援
会

佐

藤

元

信

佐

藤

元

信

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
四
八
五－

一
一

〃

一
〇
・
一
〇

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
第
三
選
挙
区
支
部

会
計
責
任
者

山

本

敏

明

小

倉

博

俊

平
成
二
六
・
一
〇
・
二
一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

氏
家
ま
な
ぶ
後
援
会

代

表

者

石

塚

幸

弘

朝

長

忠

夫

平
成
二
六
・
一
〇
・

六

〃

会
計
責
任
者

村

上

健

一

松

香

育

子

〃

〃

岡
山
県
放
射
線
技
師
連
盟

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
平
野
二
三
六
九

一

岡
山
市
北
区
岡
町
一
六

一
〇

二
〇
一

〃

一
〇
・
二
九

－
－

－

草
加
の
ぶ
よ
し
後
援
会

代

表

者

赤

田

剛

西

野

紀

郎

〃

〃

千
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

千
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

千
田
昌
寛
後
援
会

〃

一
〇
・
一
六

〃

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
倉
敷
ハ
イ
ツ
三

一
一

総
社
市
下
林
八
二
一

〃

〃

－

地
域
デ
ザ
イ
ン
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

政
治
団
体
の
名
称

地
域
デ
ザ
イ
ン
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

地
域
デ
ザ
イ
ン
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
＠
浅
口

〃

一
〇
・
三
〇

早
島
を
明
る
く
す
る
会
（
福
田
健
後
援
会
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

都
窪
郡
早
島
町
若
宮
二
七

七

都
窪
郡
早
島
町
若
宮
一
〇

一
〇

〃

〃

－
－

〃

代

表

者

川

原

雅

人

藤

井

昭

爾

〃

〃

森
西
順
次
後
援
会

〃

森

中

美

義

村

上

博

朗

〃

一
〇
・

八

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

原
田
健
明
後
援
会

三

原

誠

介

平
成
二
六
・

三
・
三
一

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

届
出
年
月
日

出
を
し
た
者
の
氏
名

岡

﨑

弥
太
郎

岡
山
県
議
会
議
員

岡
﨑
弥
太
郎
後
援
会

岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
本
町
三

一

岡

﨑

弥
太
郎

平
成
二
六
・
一
〇
・

一

－

六

千

田

昌

寛

〃

千
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

倉
敷
市
倉
敷
ハ
イ
ツ
三

一
一

千

田

昌

寛

〃

一
〇
・
一
六

－

渡

邊

知

典

〃

拓

道

会

浅
口
市
金
光
町
大
谷
二
四
八
五

一
一

渡

邊

知

典

〃

一
〇
・
一
〇

－

平成２６年１１月１８日　岡山県公報　第１１６３７号



◎
岡
山
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

個
別
的
労
使
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
要
綱
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

岡
山
県
労
働
委
員
会

会

長

宮

本

由

美

子

第
二
条
第
一
項
中
「
相
談
」
を
「
相
談
及
び
あ
っ
せ
ん
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
所
定
の
相
談
日
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は

」
の
下
に
「
当
該
紛
争
に
係
る
相
談
に
応
じ
た
相
談
員
そ
の
他
会

、

長
が
適
当
と
認
め
る
相
談
員
が
あ
っ
せ
ん
員
と
な
り

」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

、

る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
っ
せ
ん
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
会
長
が
適
当
と
認

め
る
と
き
は
、
会
長
が
前
条
の
相
談
員
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
指
名
す
る
相
談
員
が
あ
っ
せ
ん
員
と

な
り
、
あ
っ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
条
を
第
十
条
と
し
、
第
五
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
適
用
除
外
）

こ
の
要
綱
は
、
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に

第
九
条

規
定
す
る
船
員
及
び
同
項
に
規
定
す
る
船
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
、
国
家
公
務
員
並
び
に
地
方
公
務

員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
の
職
員
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
企
業
職
員
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
四
十
七
条
の
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
で

あ
っ
て
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）

第
三
条
第
四
号
の
職
員
以
外
の
も
の
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
あ
っ
せ
ん
の
手
続
の
非
公
開
）

あ
っ
せ
ん
員
が
行
う
あ
っ
せ
ん
の
手
続
は
、
公
開
し
な
い
。

第
五
条

（
あ
っ
せ
ん
の
記
録
）
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あ
っ
せ
ん
員
は
、
委
員
会
事
務
局
の
職
員
に
、
あ
っ
せ
ん
の
手
続
に
関
す
る
記
録
を
作
成
さ

第
六
条

せ
る
も
の
と
す
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

相
談
員
及
び
あ
っ
せ
ん
員
は
、
そ
の
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

第
七
条

な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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